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令和３年５月三木市教育委員会（定例会）会議録 

 

１ 開催日程 

 (1) 開  会  令和３年５月２１日（金）午後３時３０分 

 (2) 閉  会  令和３年５月２１日（金）午後４時５０分 

 

２ 場  所   三木市役所 ５階 大会議室 

 

３ 議事日程 

 第 １ 会議録署名委員の指名について 

 第 ２ 教育長就任挨拶 

第 ３ 委員及び職員の紹介 

第 ４ 教育長職務代理者の指名について 

第 ５ 会議録の承認について 

 第 ６ 会議の非公開の決定について 

 第 ７ 報 告 事 項 高齢者大学（大学院）運営委員会委員の委嘱につ

いて 

第 ８ 報 告 事 項 三木市教育委員会顕彰規則に基づく被顕彰者の決

定について 

第 ９ 報 告 事 項 青少年補導委員の委嘱について 

第１０ 報 告 事 項 各課（室）の所管事項について 

第１１ そ の 他  

第１２ 次回定例会の開催日程について 

 

 

４ 出 席 者 

教 育 長 大 北  由 美 

委 員 石 井  ひろ美 

委 員     實 井  政 治 

委 員 中 嶋  直 裕 

委 員 梶    正 義 

 

５ 欠 席 者  なし 
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６ 事務局出席者 

教 育 総 務 部 長 本 岡  忠 明 

教 育 振 興 部 長     横 田  浩 一 

教 育 総 務 課 長 五百蔵  一 也 

教 育 施 設 課 長 仲 谷    淳 

生 涯 学 習 課 長     河 端    康 

図 書 館 長 伊 藤  真 紀 

文化・スポーツ課長 金 井  善 純 

学 校 教 育 課 長 田 中  智 美 

教 育 セ ン タ ー 所 長 橋 本  泰 一 

学 校 再 編 室 長     鍋 島  健 一 

教 育 ・ 保 育 課 長 辻 田  政 顕 

教 育 総 務 課 係 長 丸 岡  ま や 

教 育 総 務 課 主 事     大 野  剛 史 

 

７ 傍 聴 者  なし 

 

*************************************************** 

 

開  会 

教育長が、令和３年５月三木市教育委員会定例会の開会を宣言した。 

 

         *************************************************** 

 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

教育長が、三木市教育委員会会議規則第２８条の規定により、本日の

会議の会議録署名委員に、石井委員と實井委員を指名した。 

 

 日程第２ 教育長就任挨拶 

   教育長が、就任に当たり次のように述べた。 

  （大北教育長）このたび、教育長に就任させていただき、初めての教育

委員会であるため、一言あいさつを申し上げる。三木市のめざす教

育は、令和２年３月に策定された教育大綱の教育理念「豊かな学び

で未来を拓く」を拠りどころに、令和３年２月に策定した第３期三
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木市教育振興基本計画に従って進めていくものである。 

子どもたちが、どのような教育を受けたいと思っているかを考え

た時に、私は、子どもたちが「将来、なりたい自分になれる」、社

会に出た人たちが「いたい自分でいられる」という、自然な願いを

叶えるための教育をリードし、支えていくことが、教育委員会の役

割であると考えている。そして、「人生１００年時代」を迎え、人

生を終える時まで、その願いの実現を下支えしていくことが、教育

委員会の大切な役割だと考えている。その手段が、ＧＩＧＡスクー

ルや小中一貫教育である。 

今後は、「不確実で多様化する世界でどう生きるのか」、また、

「多角的でブレない価値観をどのように築いていくのか」が重要で

ある。未来の教育にどのように繋げるか、生涯にわたる学びをどの

ように支えていくかということを常に問いながら、施策を推進して

いきたい。目先のことにとらわれず、常に大きな目標を持ち、これ

までの教育委員としての経験を活かすことで更に教育委員会会議を

活性化させていきたいと考えている。このたび新たに梶委員をお迎

えし、よりよい教育委員会にするため、今後ともご支援ご協力をよ

ろしくお願い申し上げる。 

 

 日程第３ 委員及び職員の紹介 

教育総務部、教育振興部の順で事務局職員が自己紹介し、次いで委員

が自己紹介した。 

 

 日程第４ 教育長職務代理者の指名について 

   教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項

の規定により、教育長職務代理者に石井委員を指名した。 

 

 日程第５ 会議録の承認について 

教育長が、令和３年４月定例会（１６日開催）の会議録について委員

に諮り、全員一致で承認された。 

 

  （中嶋委員）４月の教育委員会定例会は、新年度のスタートである。特

に令和３年度は、第３期三木市教育振興基本計画のスタートの年で

もあり、大変重要であると考える。４月定例会では委員から重要な

意見が出ており、それらを含め、これまで委員から出た意見を教育
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委員会の今後の取組に反映させるため、定例会において、具体的な

改善策を報告いただきたい。 

 

  （大北教育長）４月定例会においては、多くのご意見ご質問をいただい

た。会議録をしっかりと精査し、取組状況や進捗状況が報告できる

ものについて、説明していきたい。 

 

日程第６ 会議の非公開の決定について 

教育長が、議事の進行について委員に諮り、公開で審議することを決

定した。 

 

日程第７ 報告事項  三木市高齢者大学（大学院）運営委員会委員の委

嘱について 

〇河端生涯学習課長が次のように説明した。 

   三木市高齢者大学設置要網第１３条第４項の規定に基づき、三木市高

齢者大学運営委員会委員を次のとおり委嘱したので、三木市教育委員会

の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則第２条第２

項第５号の規定により報告する。任期満了に伴う改選により、１ページ

の名簿にある８人を高齢者大学（大学院）運営委員会委員に委嘱した。

委嘱期間は、令和３年５月１日から令和５年４月３０日までである。 

 

  （中嶋委員）近年の高齢者大学（大学院）の入学状況並びに運営上の問

題点を教えていただきたい。 

 

  （河端生涯学習課長）入学者数は近年減っている。６０歳を過ぎても継

続して働かれている方が増えていることが一因であると考える。昨

年は、新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に活動が制限された。

今年の入学者数は、大学が１２人、大学院が１０人である。近隣市

町の状況をみると、明石市では高齢者大学を１年休校する地区もあ

り、その他の市町においても入学者数の確保は課題となっている。

問い合わせがあった場合は、ＰＲを兼ねて来年度以降の入学をお勧

めしている。 

 

  （中嶋委員）前年度の入学者数は何人であったのか。 
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  （河端生涯学習課長）前年度は大学が２３人、大学院が１１人である。 

 

 日程第８ 報告事項  三木市教育委員会顕彰規則に基づく被顕彰者の決

定について 

  〇河端生涯学習課長が次のように説明した。 

三木市教育委員会顕彰規則第４条の規定により、次のとおり三木市教

育委員会被顕彰者を決定したので、三木市教育委員会の権限に属する事

務の一部の教育長への委任等に関する規則第２条第２項第４号の規定に

より報告する。三木市連合ＰＴＡの会長並びに副会長として令和２年度

に務めていただいた３人に対し、感謝状を贈呈する。 

 

 日程第９ 報告事項  青少年補導委員の委嘱について 

  〇橋本教育センター所長が次のように説明した。 

   三木市青少年センター運営に関する規則第４条第２項の規定に基づき、

青少年補導委員を次のとおり委嘱したので、三木市教育委員会の権限に

属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則第２条第２項第５号

の規定により報告する。 

   前任者の退任により、２６人を委嘱した。委嘱期間は前任者の残任期

間の令和３年４月１日から令和４年３月３１日までである。 

 

  （石井委員）青少年補導委員について、条件や資格は必要ないと聞いて

いるが、委員によって勤続年数の差が大きいと感じる。長期間就か

れている地区には後任になる方がいないのか、他に特別な事情があ

るのか。 

 

  （橋本教育センター所長）一部の地域では、後任の方がいないため、同

じ方が継続されているところもあるが、自ら積極的に継続されてい

る方もおられると聞いている。 

   

  （石井委員）新任として名前が挙がっている方について、これまでに経

験があっても、再度委嘱すると新任になるのか。 

 

  （橋本教育センター所長）一度退任された方については、新任としてい

る。 
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 日程第１０ 報告事項  各課の所管事項について 

  （１）教育施設課報告事項 

    〇仲谷教育施設課長が次のように報告した。 

     学校施設整備工事等の進捗状況について、口吉川小学校エレベー

ター設置等工事実施設計業務は令和２年度からの繰越事業である。

５月１０日現在の進捗率は９５％で、夏休みの工事に向けて、発注

準備を進めていく。 

三木特別支援学校空調設備更新工事及び別所認定こども園教室棟

保育室内装ボード改修工事は、契約を終え、間もなく着工の予定で

ある。 

 

  （２）生涯学習課報告事項 

    〇河端生涯学習課長が退席中であるため、代わりに五百蔵教育総務

課長が次のように報告した。 

     緊急事態宣言が発令中であるため、公民館等１３施設が５月３１

日まで休館中である。その間、公民館では通常業務が減るため、他

課業務の応援を行っている。１点目に、健康福祉部のバス券交付業

務を４月２７日から５月１１日まで実施した。２点目に、ワクチン

接種関係業務を５月１７日から３１日まで行う。内容は主に電話対

応業務で、コールセンターに電話が繋りにくくなっていることから、

健康増進課へ問い合わせなどが殺到しており、公民館及び生涯学習

課の職員が電話対応を行っている。その他、ワクチン接種会場での

業務並びにコールセンターでの受付業務を継続して行っている。ま

た、ワクチン接種予約代行業務を５月１８日から市立の１０公民館

で行っている。希望者に公民館まで来ていただき、インターネット

予約を手伝う。現在も継続中で、５月１８日から２０日の３日間で、

市内１０公民館に２８９人の来場があり、２７０人の予約を完了し

た。５月１９日には市内で２１５件のインターネット予約があり、

その６７％に当たる１４３件が公民館での代行予約であった。 

 

  （３）図書館報告事項 

    〇伊藤図書館長が次のように報告した。 

４月２３日から５月１２日まで、吉川図書館で「レッツチャレン

ジ！えほんクイズ」を開催した。絵本の内容から出題した４種類の

クイズを図書館で配布し、図書館で用意した絵本の中から回答を見
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つける。回答の絵本以外にもシリーズの絵本を並べ、絵本の世界が

広がるように工夫した。 

     今後の予定事業として、蔵書点検を実施する。中央図書館で５月

３１日から６月８日まで、吉川図書館では６月１４日から１６日ま

で実施する。公民館に併設する青山図書館と自由が丘公民館図書コ

ーナーの蔵書点検は日程を変更する。緊急事態宣言による休館期間

を利用し、青山図書館で５月１７日から５月２１まで、自由が丘公

民館図書コーナーは５月２４日に実施する。当初予定していた期間

は、平常どおり開館する。 

     「みっきい古文書入門講座」を令和３年６月から令和４年３月ま

で、原則第１土曜日に中央図書館で開催する。 

 

  （４）文化・スポーツ課報告事項 

    〇金井文化・スポーツ課長が次のように報告した。 

     実施した事業として、特別企画展「柳本富子の足音」を４月３日

から２４日まで堀光美術館で開催した。５月９日までの開催予定で

あったが、緊急事態宣言の発令による休館のため、開催期間を短縮

した。来場者数は５６５人であった。 

     第１回文化振興計画策定委員会及び第１回スポーツ振興計画策定

委員会を、それぞれ４月２７日と４月３０日に予定していたが、緊

急事態宣言発令中のため、書面で開催した。 

     今後の予定として、企画展「三木城の縄張り」を５月１２日から

７月４日まで開催する予定であったが、緊急事態宣言による休館の

ため、開催期間を６月１日から７月１０日に変更した。５月３０日

に講演会「三木城の縄張りを復元する」を予定していたが、６月２

７日に変更した。また、期間中に予定していた歴史ウォークについ

ても、６月２６日に変更した。 

     特別企画展「木彫フォークアートおおや㏌三木」を６月５日から

２７日まで、堀光美術館で開催する。 

     少年スポーツ大会について、主管する陸上競技協会との協議の結

果、中止を決定した。 

 

  （石井委員）少年スポーツ大会について、緊急事態宣言が現在は５月末

までの発令であるが、国が延長を発表した場合、大会の延期又は中

止はどの時点で決定するのか。 
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  （金井文化・スポーツ課長）大会を主管する陸上競技協会との協議の上、

中止を５月中旬に決定し、各学校長にも案内している。参加する小

学生は放課後を利用して練習をしているが、その時間を確保できな

いことが中止の理由である。 

歴史資料館及び堀光美術館での企画展については、開館が可能で

あればガイドラインを設定し、開催に向けて進めていきたい。 

 

  （５）学校教育課報告事項 

    〇田中学校教育課長が次のように報告した。 

     第２回定例校園長会を５月６日にオンラインで開催した。４月末

時点の生徒指導関係のまとめについて、不登校児童生徒は出てない

ことを報告した。２点目に、不審者情報等の情報提供方法について、

各学校園が不審者情報を得た際の対応及び各学校園が情報提供する

際の留意点を説明した。併せて、子どもたちが不審者に遭遇した場

合や不審電話を受けた場合の対応について、各学校での指導を依頼

した。３点目に、学校関係者評価について、学校評価の学習指導に

関する評価項目に、教育課程特例校制度による外国語活動を入れる

ことと、学校関係者評価委員の人数を概ね４人から６人にすること

を説明した。４点目に、教員免許更新制について、他市では教員免

許状が失効した事例もあるため、教職員自らが教員免許状の有効期

間満了日を確認し、申請手続き等を確実に行うよう各校に徹底を依

頼した。５点目に、就学援助について、今年度の認定基準額が変更

になったことを説明し、５月１１日から申請の受付が始まるため、

各校での対応を依頼した。 

教科・教科外研修会を５月１０日に開催した。初めてのオンライ

ン開催であったが、大きな問題もなく開催できた。 

今後の予定として、運動会等体育的行事を計画している学校があ

るが、緊急事態宣言が延長されたため、無観客での開催や６月以降

に延期し、開催する。 

     ５月１１日に予定していた第１回同和教育伝承講座を、６月に延

期した。 

 

  （石井委員）令和３年度「ひょうごがんばり学びタイム」について、詳

細を教えていただきたい。 
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  （田中学校教育課長）毎年実施し、単年度事業として行っている。県か

ら委託金を受け、主に放課後を中心に基礎学力に課題のある児童・

生徒や個別の指導が必要な児童・生徒に対して、地域人材を活用し

た学力向上策を行っている。「ひょうごがんばり学びタイム」は、

県で付けられた名前であり、学校によって分かりやすい名前を付け

て、子どもたちにも定着してきた。昨年度は、新型コロナウイルス

感染症の影響で、実施期間が短くなった。今年度も懸念は続くが、

緊急事態宣言が発令中であるため、６月以降の実施予定となってい

る。 

 

  （石井委員）１点目に、「ひょうごがんばり学びタイム」は基礎学力に

課題のある児童・生徒という説明があったが、教職員が判断するの

か。それとも児童・生徒が自主的に参加するのか。２点目に、どれ

くらいの期間で、年に何回行うかを教えていただきたい。３点目に、

三木市の学力が低い傾向にあるため、基礎学力に課題のある児童・

生徒の学力向上を図る意図があると考える。コロナ禍によって事業

が実施できず、学力向上を図れない状況になってはいけないので、

何らかの対策を取りながら実施していただきたい。 

 

  （田中学校教育課長）１点目に、「ひょうごがんばり学びタイム」に参

加する児童・生徒の募集方法については、学校によって児童・生徒

数の規模に違いがあるため、各学校に委ねている。参加を希望する

児童・生徒を参加させないということはないが、小規模で行う補充

施策であるため、人数が多くならないよう考慮している。２点目に、

期間について、今年度に各校から提出のあった事業実施計画書では、

多くの学校が週当たり１時間×２日の２時間で計画している。県か

ら配当される予算の上限まで計画している学校が大半である。新型

コロナウイルス感染症の影響で実施期間等を必要に応じて途中で見

直し、日数を追加することなども認められている。 

 

  （大北教育長）地域の方に教えていただいているのか。 

 

  （田中学校教育課長）基本的に、地域人材を活用している。外部の方で

あるため、緊急事態宣言発令中は、実施できない。今後、オンライ
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ンを用いるなど手法を検討し、実施する方向に進めていきたい。 

 

  （中嶋委員）例年とは違う対応になったと思うが、「ひょうごがんばり

学びタイム」は、学校ごとの実施状況について、改善や方向性の検

討が必要な場合もあると思うので、教育委員会会議で報告していた

だきたい。 

 

  （大北教育長）次年度の課題解決に繋がるよう、実施報告書が各学校か

ら挙がり次第、教育委員会会議で報告させていただく。 

 

  （梶委員）教職員の研修会について、多忙な中にあっても研修を行うの

は、指導力を向上させるためであり、指導力の向上は、子どもが力

を付け成長するための手段である。研修会によって教職員の指導力

が向上したか、子どもたちが成長したかなど、研修の効果の確認を

行うことにより、少ない研修でも効果を上げられると考える。実践

が目に見える形で学校現場で共有できると、子どもたちの成長に繋

がるため、そのような動きができればと考える。 

 

  （大北教育長）研修の結果が子どもたちにどのように影響し、学力向上

に寄与し、次に繋げられるか。一連の検証と課題解決や評価の手法

など、次年度にいかせるシステムが重要であるため、教職員研修の

結果の評価についても研究していただきたい。 

 

  （石井委員）学校関係者評価について、「工夫した授業をしている。」、

「教職員は努力している。」という評価項目で、教職員自身による

評価と保護者からみた評価がある。教職員の評価は、大部分が「で

きている。」という評価で、あまりできていないという評価はなか

った。一方、保護者には、そうではないという評価をされている方

もいるため、意識の差があると感じる。その差についても検証して

いただきたい。 

 

  （田中学校教育課長）学力のことに限らず、教職員と保護者の間に意識

のずれが生じることがある。このことについては、各学校でも検証

しているところであるが、その原因を追究し、次に繋げたい。 
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  （中嶋委員）学校関係者評価の結果について、教育委員会会議では協議

しないのか。 

 

  （大北教育長）学校関係者評価シートは、それぞれの学校がホームペー

ジに掲載している。教育委員会会議で、学校関係者評価シートを配

布し、協議することは可能である。 

 

  （石井委員）学校ごとのシートではなく、市全体の結果を集約し、教育

委員会としての意見をいただきたい。それに対して意見や議論がで

きればと考える。 

 

  （田中学校教育課長）次回の教育委員会６月定例会で、学校関係者評価

について、教育委員会の見解を提示できるようにしたい。 

 

  （６）教育センター報告事項 

    〇橋本教育センター所長が次のように報告した。 

     ４月２１日に校務支援システム研修会を開催した。中学校の教育

課程の新しい学習指導要領が完全実施となり、通知表の評価観点が

変更された。それにより通知表の様式を変更する必要があるため、

研修を行った。 

     教育相談について、ＩＣＴに関する教職員からの電話相談が最も

多く、３１０件であった。内容はタブレットの年次移行についての

相談が多く、次いで新入生の設定や卒業生の処理等に関する問い合

わせであった。 

     不登校対策適応教室については、４月の時点で中学生が３人、小

学生が１人通級している。正式通級でない児童・生徒も一部いるが、

継続して適応教室を利用している。 

     青少年センターの実施した事業として、白ポストの回収は、新型

コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、役員のみで業務を行った。 

     ネット見守り隊報告については、４月についても問題事案の報告

はなかった。 

 

  （７）学校再編室報告事項 

    〇鍋島学校再編室長が次のように報告した。 

     ５月１８日に第４回目の星陽・三木中学校区統合準備委員会の開
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催を予定していたが、緊急事態宣言発令中であるため、書面で開催

した。１番の課題はバス通学のあり方である。バスの台数や順路、

運行時間など多くの要望があり、活発な意見交換が行われている。 

     今後の予定として、５月２５日に吉川小学校・東吉川小学校交流

会を予定している。バスで吉川小学校へ移動しての合同授業を計画

していたが、タブレットを使用したオンライン交流会に切り替えて

行う。 

     東吉川小学校統合準備部会について、４月末の発足を予定してい

たが、ずれ込む見込みである。地域代表として各校の評議員に入っ

ていただく予定であるため、緊急事態宣言解除後に各校で評議員の

会を実施した後、統合準備部会についても開催したいと考えている。 

     学校教育課でも報告した第２回定例校園長会において、小中一貫

教育の導入について報告した。令和３年１月末に中央教育審議会に

よって出された答申において、従来、小学校は６年間、中学校は３

年間でそれぞれ学習を完結させ、互いの学校が連携するよう教育を

進めてきたが、今後は９年間を一貫して義務教育を捉えていくこと

とされた。小中学校の場所が離れていても、９年間の義務教育を一

貫して捉えていくことが重要であると示されている。このことを各

学校の教職員が理解し、実践するため、担当者が出向き、説明と協

議を行う。６月３日の吉川地区を皮切りに、７中学校区で順次実施

する予定である。８月２５日には小中一貫教育の必要性や取組の心

構えなどについて、京都産業大学の西川教授による研修会を開催す

る。９月以降には小中学校間の教員交流研修や先進校の視察を行う

など、教職員を対象に研修を重ね、施設が離れていても取組が可能

な小中一貫教育に向け、取り組んでいく。 

 

  （８）教育・保育課報告事項 

    〇辻田教育・保育課長が次のように報告した。 

     実施した事業として、令和２年度特定教育・保育施設に係る実地

監査を２つのこども園で実施した。全９施設の監査が終了したため、

今後、監査内容の改善点及び助言項目などを、監査専門員を中心に

まとめていく。結果は８月に広報みき等で公表する予定である。 

     今後の予定として、６月２９日に特定教育・保育施設評価委員会

を開催する。 
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  日程第１１ その他 なし 

 

  日程第１２ 次回定例会の開催日程について 

   教育長が、次回の教育委員会定例会の開催について諮り、令和３年 

６月２５日午後３時から開催することを決定した。 

 

 

*************************************************** 

 

 

 閉  会 

   教育長が、令和３年５月三木市教育委員会定例会の閉会を宣言した。 
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【令和３年５月三木市教育委員会定例会会議録】 

 

 

             教育長 

 

 

             署名委員 
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